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　本町職員の給与の実態については、町議会における予算審議の際にも明らかにされています
が、町民の皆さんに一層のご理解をいただくため、その状況についてお知らせします。 

１　職員の給与の状況
⑴人件費の状況（平成21年度普通会計決算）

区分 住民基本台帳
人口（21年度末）

歳出額
（Ａ）  実質収支  人件費

 （Ｂ）
 人件費率
 （Ｂ/Ａ）

前年度の
人件費率

21年度 1,744人 2,324,601千円 61,182千円 486,780千円 20.9% 23.8%
  注）普通会計とは、一般会計と町営バス特別会計及び介護サービス特別会計をいいます。
  注）人件費とは、一般職・特別職に支給される給料、職員手当、共済負担金、退職手当、災害補償費です。

⑵職員給与費の状況（普通会計決算）

区分 職員数
給　　　与　　　費  一人当たり

給　料  職員手当 期末・勤勉手当  計 　Ｂ  給与費（Ｂ / Ａ）
21 年度 47 人 184,425 千円  35,629 千円  76,487 千円 296,541 千円 6,309 千円

  注）職員手当には退職手当を含みません。職員数は、平成21年４月１日現在の人数です。
　　  特別職に支給される給与・報酬は含みません。

２　職員の平均給与月額、初任給の状況�
⑴職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況 （平成22年４月１日現在）

区　分
一 般 行 政 職

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
七ヶ宿町 337,800円 395,800円 44.3歳
宮城県 335,298円 406,033円 43.0歳

国 325,579円 − 41.9歳
　注）「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外手当等を合計したものです。

⑵職員の初任給の状況（平成22年４月１日現在）

 区　　　　分
七ヶ宿町 宮城県 国

決定初任給 決定初任給 決定初任給

 一  般
 行政職

 大学卒 172,200円 172,006円 172,200円
 高校卒 140,100円 139,009円 140,100円

３　一般行政職の級別職員数の状況（平成22年４月１日現在）

 区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計

標準的な
職務内容

主事
技師

主事
技師

主査
係長・主幹

主幹
課長補佐

課長
室長・局長

課長・室長

職員数 4人 4人 9人 13人 7人 2人 39人
構成比 10.3％ 10.3％ 23.1％ 33.3％ 17.9％ 5.1％ 100%

 前年度の構成比 5.2％ 12.8％ 25.6％ 33.3％ 15.4％ 7.7％ 100%

４　職員手当の状況
⑴期末・勤勉手当

 町  国

 （21年度の支給割合）
 期末手当 勤勉手当
 2.75月分 1.40月分
 （1.50）月分 （0.70）月分
 職制上の段階、職務の級等による　加算措置　有
  ・役職加算　5～15%

  （21年度の支給割合）
 期末手当 勤勉手当
 2.75月分 1.40月分
 （1.50）月分 （0.70）月分
 職制上の段階、職務の級等による　加算措置　有
  ・役職加算　　5～15%
  ・管理職加算 10～25%

注）（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。

町職員給与等のあらまし
 ⑵退職手当（平成22年４月１日現在）

 町  国

　（支給率） 自己都合 勧奨・定年
 　勤続20年 23.50月分 30.55月分
 　勤続25年 33.50月分 41.34月分
 　勤続35年 47.50月分 59.28月分
 　最高限度額 59.28月分 59.28月分
 　その他の 定年前早期退職特例措置
 　加算措置   　 (2％～20％加算)

  （支給率） 自己都合 勧奨・定年
   勤続20年 23.50月分 30.55月分
   勤続25年 33.50月分 41.34月分
   勤続35年 47.50月分 59.28月分
   最高限度額 59.28月分 59.28月分
   その他の 定年前早期退職特例措置
   加算措置   　 (2％～20％加算)

 ⑶その他の手当（平成22年４月１日現在）

区
分  内　　　　容  国の制度

 との異同  異なる内容

扶
養
手
当

 １　配偶者13,000円
 ２　配偶者以外の扶養親族1人につき6,500円
 　（職員に配偶者がない場合は、そのうち１人については
 　　11,000円）
 ※　 扶養親族である子のうち、満15歳に達する日後の最初の

４月１日から満22歳に達する日以後の最初の３月31日ま
での間にある子１人につき5,000円加算

同じ

住
居
手
当

 １　借家・借間に居住している職員
 　ア、月額23,000円以下の家賃を支払っている職員
 　　　家賃−12,000円
 　イ、月額23,000円を超える家賃を支払っている職員
    　　11,000円＋（家賃−23,000円）/２　で27,000円を限度

同じ

通
勤
手
当

 １　交通機関等の利用
 　　・支給限度額55,000円
 　　・ 定期券使用が最も経済的・合理的である区間について

は、支給単位期間に対応する通用期間の定期券の価額
とし、それ以外の区間については回数乗車券等による
通勤21回分の運賃等の額

 ２　 普通自動車の使用者
   　 使用距離に応じて月額3,500円～12,450円

一部
異なる

自動車等の使用距離

区分・額が異なる

国 の 場 合 、 使 用 距

離により2,000円 ～

24,500円

５�特別職の報酬の状況（平成22年４月１日現在）

 区　分 給料月額等

給
料 町　長

 832,000円
 30%減額後の額

 582,400円

報
酬

議　長
副議長
議　員

 260,000円
 219,000円
 212,000円

期
末
手
当

町　長

 (支給割合)
  6月期 1.45月分
 12月期 1.65月分
     計 3.10月分

 議　長
 副議長
 議　員

  6月期 1.60月分
 12月期 1.75月分
     計 3.35月分

退
職
手
当

町長
 584,400×在職月数×0.44
 ※任期毎に支給されます。

６　職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）

区分 職員数 対前年
増減数

主な増減理由
部門 平成22年 平成21年

一般
行政
部門

議　会
総　務
税　務
民　生
衛　生
農　林
商　工
土　木

2
14
4
7
4
5
3
2

2
13
4
7
5
5
3
2

  １

△１

刈田病院との人事交流

小　計 41 41

特別行
政部門

教　育 8 7 1 水と歴史の館館長職設置

小　計 8 7 1

公　営
企業等

診療所
水　道
下水道
国　保
介　護

4
1
1
1
1

6
1
1
1
1

△2 刈田病院との人事交流・看護師1名欠員

小　計 8 10 △2
合　計 57 58 △1


